
「新・酒田市水道事業基本計画」改定版（案）への意見募集の実施結果  

 

１  概要  

 （１）募集期間         令和２年２月３日（月）から令和２年２月２５日（火）まで  

（２）意見提出者      ２名（メール）、意見総数５件  

 

２  寄せられた意見と本市の考え方  

№  ご意見  本市の考え方  

1 

【 「 新 ・ 酒 田 市 水 道 事 業 基 本 計 画 」改 定 版

（案 ）（概要版）について】  

資料の４番 「現 状 と課題 」中のグラフ「酒 田

市の年間給水量の推計 」の縦軸の単位が《万

立方メートル／日》となっていますが、《万立方メ

ートル》の間違いではないでしょうか。  

また、グラフのタイトルについても「酒田市の

年間給水量の推計 」とありますが、「酒田市の

年間給水量の推移と推計 」の方が適切ではな

いでしょうか。  

単位については、ご指摘のとおり修正いたし

ます。  

 グラフのタイトルについては、本編に合わせ、

「酒田市の年間給水量の推移」に修正いたし

ます。  

２  

厚生労働省が定めた水質基準値よりも

厳しい独自の管理目標値を設定しており

ますが、その数値を達成できる見込みはあ

るのでしょうか。  

 

 これまでも、厚生労働省が定めた水質基準

値と比べ、独自の厳しい管理目標値での運用

を行っております。しかしながら、時期によって

は、気象変動などの影響で、管理目標値の達

成に至らない項目もあります。引き続き、目標

達成に向けて、適正な水質管理に務め、安全

で良質な水道水の供給に取り組んでまいりま

す。  

３  

安 全 性 は市 民 の目 だけではわかりません

が、濁 りやおいしさという観点からすると、小牧

浄水場と平田浄水場との差は生じないのでしょ

うか。また、その差を生じさせないような対策案

があれば、それをしっかり周知するような取り組

みをしていただきたく思います。  

 

小牧浄水場と平田浄水場の水道水は、定

期的に水質検査を行っております。供給してい

る浄水に濁りはなく、味覚にほとんど差はありま

せん。  

なお、上下水道部ホームページに、地区毎

の水質検査結果、水道水の水質に関する情

報を掲載しておりますので、ご覧いただければ

幸いです。  



４  

情報提供ということに関して言えば、「みんな

の水さかた」を発行していますが、読者もそれな

りに多いであろう市の広報紙や地元新聞社と

の連携による情報発信も可能だと思います。  

頂戴したご意見のとおり、市広報、マスコミ等

を活用した情報提供については、有効な手段

の一つと考えております。上下水道広報「みん

なの水さかた」を含め、状況に応じて、多様な

情報発信に務めてまいります。  

５  

老朽給水装置の解消も今回の改定案に盛

り込まれていますが、予算の確保が心配です。

令和７年まで残存件数を 4 ,000 件にするという

ことですが、具体的な実行計画を公表していた

だきたく思います。  

本計画では、令和７年度までに、約 1 ,600

件／年の老朽給水装置（鉛製給水管）の解消

を見込んでおります。  

 


